
条

例

漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
三
十
二
号

漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例

（
恩
給
並
び
に
他
の
地
方
公
共
団
体
の
退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
の
基
礎
と
な
る
べ
き
在
職
期
間
と
県
職
員
の
退
隠
料
及
び
退
職
給
与
金
の
基
礎
と
な
る
べ
き
在
職
期

間
と
の
通
算
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

恩
給
並
び
に
他
の
地
方
公
共
団
体
の
退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
の
基
礎
と
な
る
べ
き
在
職
期
間
と
県
職
員
の
退
隠
料
及
び
退
職
給
与
金
の
基
礎
と
な
る
べ
き

在
職
期
間
と
の
通
算
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
山
口
県
条
例
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
三
項
第
五
号
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
第
八
十
五
条
第
六
項
」
を
「
第
百
三
十
七
条
第
六
項
」

に
、
「
第
百
十
一
条
」
を
「
第
百
五
十
一
条
」
に
、
「
第
百
三
十
二
条
」
を
「
第
百
七
十
三
条
」
に
改
め
る
。

（
一
般
海
域
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

一
般
海
域
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
山
口
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

山 口 県 報令和２年10月９日 金曜日 （号 外−39）

一

令 和 ２ 年
10月９日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
条
例

漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
等
に
関
す
る
条
例

一

…
…
…
…
…
…

肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
等
に
関
す
る
条
例

二

…
…
…
…
…
…
…

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人

番
号
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

貸
付
金
の
返
還
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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第
四
条
第
二
号
中
「
第
十
条
の
免
許
又
は
同
法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
則
若
し
く
は
水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
三
号
）
第
四
条
第
一

項
」
を
「
第
五
十
七
条
第
一
項
の
許
可
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
免
許
又
は
同
法
第
百
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
山
口
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条

山
口
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
三
年
山
口
県
条
例
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
七
条
第
五
項
中
「
第
五
十
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
の
漁
獲
割
当
管
理
原
簿
及
び
同
法
第
百
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条

知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
（
令
和
二
年
山
口
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
ロ
中
「
、
監
査
委
員
又
は
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
」
を
「
又
は
監
査
委
員
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
収
用
委
員
会
の
委
員
」
の
下
に
「
、
海

区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

⚑

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
恩
給
並
び
に
他
の
地
方
公
共
団
体
の
退
職
年
金
及
び
退
職
一
時
金
の
基
礎
と
な
る
べ

き
在
職
期
間
と
県
職
員
の
退
隠
料
及
び
退
職
給
与
金
の
基
礎
と
な
る
べ
き
在
職
期
間
と
の
通
算
に
関
す
る
条
例
第
一
条
第
三
項
第
五
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

（
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

⚒

漁
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
九
十
五
号
）
附
則
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
在
任
す
る
も
の
と
さ
れ
た
海
区
漁
業
調
整
委

員
会
の
委
員
に
係
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
額
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
知
事
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
免
責
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
等
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
三
十
三
号

山 口 県 報令和２年10月９日 金曜日 （号 外−39）

二



肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
等
に
関
す
る
条
例

（
山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
山
口
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
⚗
の
表
六
の
項
中
「
肥
料
取
締
法
」
を
「
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

（
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
山
口
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
九
号
中
「
肥
料
取
締
法
」
を
「
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
四

号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
第
四
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
九
号

の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
三
十
四
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
八
年
山
口
県
条
例
第

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
知
事
の
項
第
三
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
。
）
」
の
下
に
「
又
は
高
等
学
校
の
専
攻
科
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
の
専
攻
科
」
を

加
え
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

私
立
の
高
等
学
校
の
専
攻
科
に
在
学
す
る
生
徒
に
対
す
る
就
学
に
係
る
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の

山 口 県 報令和２年10月９日 金曜日 （号 外−39）

三



別
表
教
育
委
員
会
の
項
第
四
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
。
）
」
の
下
に
「
又
は
高
等
学
校
の
専
攻
科
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
の
専
攻

科
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

公
立
の
高
等
学
校
の
専
攻
科
に
在
学
す
る
生
徒
に
対
す
る
就
学
に
係
る
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

貸
付
金
の
返
還
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
三
十
五
号

貸
付
金
の
返
還
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

貸
付
金
の
返
還
債
務
の
免
除
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
年
山
口
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
該
当
す
る
訪
問
介
護
」
の
下
に
「
、
訪
問
看
護
」
を
加
え
、
「
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
」
を
「
介
護
予
防
訪
問
看
護
又
は
介
護
予
防
訪
問
入
浴

介
護
」
に
、
「
第
三
十
九
条
第
一
号
」
を
「
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
知
事
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
三
十
六
号

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
山
口
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

山 口 県 報令和２年10月９日 金曜日 （号 外−39）

四



別
表
第
一
の
⚗
の
表
十
六
の
項
中
「
牛
ウ
イ
ル
ス
性
下
痢
・
粘
膜
病
検
査
」
を
「
牛
ウ
イ
ル
ス
性
下
痢
検
査
」
に
、
「
牛
白
血
病
検
査
」
を
「
牛
伝
染
性
リ
ン
パ
腫
検

査
」
に
、
「
鶏
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
病
検
査
」
を
「
鳥
マ
イ
コ
プ
ラ
ズ
マ
症
検
査
」
に
、
「
牛
伝
染
性
鼻
気
管
炎
・
牛
ウ
イ
ル
ス
性
下
痢
粘
膜
病
・
牛
パ
ラ
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
混
合
予
防
注
射
」
を
「
牛
伝
染
性
鼻
気
管
炎
・
牛
ウ
イ
ル
ス
性
下
痢
・
牛
パ
ラ
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
混
合
予
防
注
射
」
に
改
め
、
別
表
第
一
の
⚘
の
表
二
十
六
の
項
建
築

物
建
築
等
許
可
申
請
手
数
料
に
関
す
る
部
分
中

「

」
を

建
築
基
準
法
第
六
十
条

の
二
第
一
項
第
三
号
の

規
定
に
よ
る
建
築
物
の

容
積
率
、
建
ṭ
率
、
建

築
面
積
又
は
高
さ
に
関

す
る
特
例
の
許
可

一
件
に
つ
き

十
六
万
円

「
建
築
基
準
法
第
六
十
条

の
二
第
一
項
第
三
号
の

規
定
に
よ
る
建
築
物
の

容
積
率
、
建
ṭ
率
、
建

築
面
積
又
は
高
さ
に
関

す
る
特
例
の
許
可

建
築
基
準
法
第
六
十
条

の
二
の
二
第
一
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
る
建
築

物
の
建
ṭ
率
に
関
す
る

特
例
の
許
可

建
築
基
準
法
第
六
十
条

の
二
の
二
第
三
項
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
る
建

築
物
の
高
さ
に
関
す
る

特
例
の
許
可

一
件
に
つ
き

一
件
に
つ
き

一
件
に
つ
き

十
六
万
円

十
六
万
円

十
六
万
円

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山 口 県 報令和２年10月９日 金曜日 （号 外−39）

五



山
口
県
条
例
第
三
十
七
号

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
二
年
山
口
県
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
号
中
「
八
月
」
を
「
一
年
一
月
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山 口 県 報令和２年10月９日 金曜日 （号 外−39）

六

令
和
二
年
十
月
九
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
二
年
十
月
九
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


